
報告

助言

1段階 2段階 3段階 4段階
　　

専門的な中間支援組織
（例：東成区社会福祉協議会（社会福祉法に規定された団体）　他）

地域支援機関
　・地域包括支援センター
　・障がい者相談支援センター
　・地域子育て支援センター　等

専
門
職
の
主
体
的
な
参
画

高齢者支援

障がい者支援

様々な支援の担い手
　・民生委員・児童委員、
　　主任児童委員
　・NPO　・ボランティア団体
　・当事者団体　・企業 　等

子育て支援

健康づくり推進

　　第1層　　地域（小学校下）レベル 　　第2層　　区域レベル

　専門的知見による活動支援 　参画

東　成　区　地　域　生　活　支　援　シ　ス　テ　ム

くらしの主体者

（要援助者を含む）

　　地域福祉
　　住民基礎組織

 　 ・地域活動協議会

区役所担当部署、
保育所、幼稚園、学校
医療機関　　　　　　　　等

専門分野別
実務者会議

（企画・運営：中核となる事業者等）

①
参
画

5段階

区政会議
（区民の主体的な参画）

各施策推進 

会議等 

連

携 

情

報

共

有 

②
提
言 

③
報
告 

 
 

 
 

 
 

 

大
阪
市 東

成
区 

④
意
見 

情

報

共

有 

各
室
・
各
局 

⑥
連
絡
調
整 

⑤
指
示 

・東成区要保護児童対策地域協議会 
 

・東成区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議 
 

・東成区地域自立支援協議会 

要
請 


